
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 特集２ 環境を保全するための緑地の整備 

 

 
                         
 機構の緑地整備事業は、①産業公害の防止、②大気汚染による公害の防止、③地球温暖化対策の推進、

④産業廃棄物の広域的な処理の推進等、環境保全対策上のための緑地を計画する地方公共団体からの申し

込みによって実施されます。事業に要する資金は、地方公共団体からの頭金、国土交通省からの補助金、 

公害健康被害予防基金からの助成金 
（大気汚染対策緑地の場合）と、残 
りは財務省からの長期・低利の財政 
投融資資金（長期・割賦で返済 平 
成 14 年度からは財政投融資資金及 
び財投機関債）から調達されます。 
また、地方公共団体からの割賦償還元
利金（割賦金）について総務省から特
別交付税が交付されます。 
なお、共同福利施設については、 
法律に基づく企業負担がありました。 

■ 緑 地 を 整 備 す る 仕 組 み 
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                         これまで機構が実施してきた緑地整備事業は、 
                        その目的や用途によって４種類に分類されます。 

                        今回は、そのうち３種類の事業について、実際の 

                        事例を紹介いたします。 
共同福利施設 
（緩衝緑地） 
29地区 53 事業箇所 
1,119.5ha 

産業公害を防止するため、工場・事業
場地域と住宅地との間に緩衝緑地を整
備し、合わせて工場の従業員と地域住民
等の福利に資する施設を整備。（→P.15） 

地球温暖化対策 
緑地 
３地区 
３事業箇所 23.6ha 

廃棄物の最終処分場の埋立跡地、土壌
汚染地等有効な土地利用が望めない土
地を対象に地球温暖化対策の推進のた
めＣＯ２の吸収源となる緑地（都市公
園）として整備。（→P.16） 

大気汚染対策 
緑地 
９地区 
11 事業箇所 72.2ha 

旧公害健康被害補償法の第一種地域、
ＮＯx特別措置法の特定地域において、
樹木等の大気汚染浄化能力に着目した
緑地（都市公園）を整備。(→P.19) 

産業廃棄物処理 
施設・一体緑地 
１地区 
１事業箇所 10.5ha 

産業廃棄物の広域処理を推進するた
め、旧環境事業団が整備する一定規模以
上の処理能力を有する最終処分場と一
体となって、周辺又は跡地を緑地（都市
公園）として整備。 

                                                

■ 事 業 の 実 績 

環 境 再 生 保 全 機 構 の 緑 地 整 備 の 取 組 
「緑地」と一言で言っても、整備する目的や方法にはさまざまなものがあります。機構では、旧公害防

止事業団・環境事業団の時代から 40 年以上にわたり、地方公共団体からの要請を受けて、オーダーメー

ド方式で環境を保全するための緑地の整備を進めてきました。事業を開始した昭和 41 年度から平成 18 年

度までに、全国 42 地区（68 事業箇所）、総面積 1,226 ヘクタール（ha）の事業を実施しました。 

機構の緑地整備事業は、平成 18 年度をもってすべて終了しましたが、これまでに実施した事業を振り

返り、その成果を紹介します。 

 

 

 

 

緑地整備事業地区 

の位置 

凡  例 

 共同福利施設（緩衝緑地） 

 地球温暖化対策緑地 

 大気汚染対策緑地 

 産業廃棄物処理施設・ 

一体緑地 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

７ 特集２ 環境を保全するための緑地の整備 

 緑地事業の全体像～緑地タイプ別整備事例紹介～ 

 
 
 
 
 
 
 

 

この事業は、和歌山下津港の臨海工業地帯において、硫黄酸化物、降下ばいじん、騒音等による被害

を防止するために、第１期（湊地区、松江地区）、第２期（西松江地区）に引き続く第３期事業として、

工業地域と住居地域との間に共同福利施設を設置したものです。平成 12 年度に事業着手し、平成 16 年

度に 5.5 ヘクタールの緑地を完成させました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本緑地の整備に当たっては、計画段階で本事業に対する住民意向調査（アンケート）を実施し、設計

工事段階で地域住民等が参加した緑地検討会を開催しました。地域住民からは、「大気汚染防止などの緩

衝緑地機能を確保して欲しい」、「サクラの花見ができる芝生広場が欲しい」等の意見が出され、取り入

れながら整備しました。 

 また、松江地区（第１期事業）で地域の子供達がどんぐり拾いをして、２年かけて苗木に育て、本緑

地に植栽しました。 

 

 

 

 

 

■事業目的及び概要 ― 和歌山地区（第３期）共同福利施設 

  
共同福利施設は、工場・事業場地域と住宅地の間に緩衝緑地を整備して、周辺住民や工場の従業員な

ど地域の方を公害から守り、同時に福利に貢献できるよう整備された施設です。 

これまで、共同福利施設として、全国で 29地区の工業地帯で、1,119.5 ヘクタールの緩衝緑地を整備

しました。これらの事業のうち、平成 16 年度に機構が完成させた事業である和歌山地区（第３期）の

共同福利施設を実際の事業例として紹介します。 
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住民参加の緑地検討会 

地域住民等が参加した緑地検討会を設

置し、整備内容について検討いただきま

した。 

緑地断面図（説明板） 

緑地の考え方を知っていただくために、

説明板を設置しました。 

トンボ池とみんなの原っぱ 

地域住民の意見を取り入れ、桜の花見が

できる芝生広場を整備しました。 

枯山水の窪地 

雨水を集める窪地は、自然石を用いて周

辺の景観になじむよう配慮しました。 

 

① 「人の健康を守る緩衝緑地」～共同福利施設～ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

本緑地は、山形市街地より西へ４km 程離れたところに位置し、工場跡地の汚染土壌を処分した産業廃

棄物最終処分場の跡地及びその周辺地に造られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 12年度に事業着手し、平成 16 年度に 15.6 ヘクタールの緑地を完成させました。公園づくりに際

しては、市民の積極的な参加を得て、「みどり・ひと・いきものたちの環を育み、いつまでも市民が楽し

める公園」をコンセプトに整備しました。また、自然エネルギー（温泉）を活用した足湯の施設など、

特徴のある公園となっています。 

 

 
 

■事業目的及び概要 ― (1)山形地区地球温暖化対策緑地 

  
地球温暖化対策緑地は、廃棄物最終処分場の埋立跡地等有効な利用が望めない土地を対象に、地球温

暖化対策の観点から二酸化炭素の吸収源の確保と都市のヒートアイランド現象の緩和等の機能を有する

緑地として整備したものです。 

 これまで全国で３地区、23.6 ヘクタールの地球温暖化対策緑地を整備しました。そのうち、山形地区
と富山地区の事業例とともに、機構が提唱した「循環林」の考え方について紹介します。 

 

屋内多目的コート棟ソーラー発電 

建物の屋根にソーラー発電パネルを 

設置し、建物内に電気を供給してい 

ます。 

親水池の水を有効利用 

親水池で利用した水を夜間に樹木へ 

の散水等に利用しています。 

 

河川水引込による生物多様性の確保 

緑地内に河川水を引き込み、周辺生物 

生息環境との一体化を図っています。 

温泉による足湯 

温泉による足湯を整備し、自然エネ 

ルギーを有効活用しています。 
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② 「地球温暖化を防ぐために」～地球温暖化対策緑地～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
本緑地は、富山市街地より北西へ４km程離れたところに位置し、一般家庭から排出されたゴミの焼却

灰を主に処分した一般廃棄物最終処分場の跡地及びその周辺地に造られました。 

平成 13 年度に事業着手し、平成 16 年度に 5.9 ヘクタールの緑地を完成させました。本緑地の整備に

当たっては、地域住民によるワークショップを開催し、基本計画の段階から地域住民の意見を取り入れ

て、豊かな緑、自然観察園、遊具、芝生広場、軽スポーツや散歩が楽しめる林間広場等を整備しました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

■事業目的及び概要 ― (２)富山地区地球温暖化対策緑地 

７ 特集２ 環境を保全するための緑地の整備 

 

駐車場の芝ブロック舗装 

駐車場の駐車帯の舗装は緑の面積を増やすため、芝ブロックを
使用しています。 

屋根の雨水の有効活用 

パークセンターの屋根に降った雨水は貯水タンクに貯めて、周

辺の植物の散水に利用しています。 

 

雨水と井戸水を利用したビオトープ 

雨水の一部を池に貯留し、生物の生息空間として整備していま
す。休憩舎（中央奥）は、自然素材の茅葺屋根にしています。 

循環林の活用拠点の作業納屋（草屋根） 

木造在来工法の構造で、納屋上部は草屋根にし、トイレ上部は

採光と自然換気が行えるようにしています。 

 

 

生物が生息できる土留め擁壁 

コンクリート擁壁にせず、金網に小石等を詰めた壁面にして植

物や小動物が生息できようにしています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 樹木は、壮齢期に達すると光合成に

よるＣＯ２固定の効果が低下するため、

循環林では、植栽した樹木を育成管理

した後に伐採し、萌芽更新させたり、

樹高２～３ｍ程度のものを中心とした

幼齢木を植えたりします。また、発生

材は公園施設、木チップ、堆肥等に利

用します。 

 このサイクルを住民参加の自然観察

会等で体験することで、自然の循環を

学びます。 
 

 

 

 

 地球温暖化対策緑地で、実際にどのくらいのＣＯ２を固定しているかについて、研究例をもとに試算

してみました。 

 山形地区及び富山地区の緑地では、それぞれ年間 172.22t-CO2、81.88t-CO2となります。これは、それ

ぞれ 17 人分、８人分のＣＯ２排出量が吸収・固定される計算結果となります。 

（我が国１人あたりの排出量（平成 17年度）：10.12t-CO2/人・年で換算） 

 

■二酸化炭素の固定量の計算（基本設計報告書より） 

植生タイプ 純生産量 二酸化炭素換算 

針葉樹林（マツ、スギ、ヒノキなど） 14ｔ/ha・年 22.82t-CO2/ha・年 

常緑広葉樹林（クス、シラカシ、シイなど） 20ｔ/ha・年 32.60t-CO2/ha・年 

落葉広葉樹林（クヌギ、ケヤキ、ナラなど） 9ｔ/ha・年 14.67t-CO2/ha・年 

 

■山形地区地球温暖化対策緑地のＣＯ２固定量の試算（常緑広葉樹林：落葉広葉樹林＝3：7） 

 樹林地面積 8.59ha（緑地面積 15.6ha）のＣＯ２固定量＝１７２．２２t-CO2/年 

  

■富山地区地球温暖化対策緑地のＣＯ２固定量の試算(針葉樹林：常緑広葉樹林：落葉広葉樹林=1：6：3) 

 樹林地面積 3.12ha（緑地面積 5.9ha）のＣＯ２固定量＝８１．８８t-CO2/年 
  

■地球温暖化の防止と資源の有効利用を進める～「循環林」の考え方の提唱～ 

循循環環林林はは、、①①植植栽栽ししたた樹樹木木のの育育成成管管理理、、②②成成長長ししたた樹樹木木のの伐伐採採・・発発生生材材のの利利用用、、③③幼幼

齢齢木木のの植植樹樹ののササイイククルルをを繰繰りり返返しし、、継継続続的的ににＣＣＯＯ２２のの固固定定をを図図ろろううととすするるももののでですす。。循循環環

林林のの管管理理ににはは、、長長期期ににわわたたりり世世代代をを超超ええてて地地域域住住民民のの参参加加をを期期待待すするるももののでですす。。 

 

■地球温暖化対策緑地におけるＣＯ２吸収・固定の試算 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

富士市は、臨海部に立地する工場群の事業活動に起因する大気汚染による公害が著しく、旧公害健康

被害補償法に基づく第１種地域に指定されていました。また当該地域は、予想交通量が６万台／日にも

及ぶ第二東名自動車道の整備が予定されているなど、自動車排ガス等による大気汚染のおそれがあるた

め、その防止及び軽減と都市環境の改善・向上を図るため、緑地の設置を計画しました。 

 これを受けて平成 10年度に事業に着手し、計画・設計段階から事業終了までの間、地域の団体の長（区

長会、生涯学習推進会、花の会、ＰＴＡ会等）及び事業者からなる事業懇話会を設置して、ワークショッ

プ方式により地域住民の意見を反映させながら事業を進め、平成 18年度に完成させました。 

本緑地（富士西公園）は、富士市鷹岡・天間地

区に位置し、富士山を背景としたゆるやかな斜面  

地と、第二東名自動車道（事業実施中）の高架下 

区域に位置する緑地です。斜面地は、広がりを生 

かした芝生広場やウメやサクラを中心とした花木 

林、雑木林の中に広がる木製遊具などで構成され、 

多様なレクリエーションと憩いの場として活用さ 

れています。 

高架下区域は、スポーツコート等の施設や、遊 

具などを兼ね備えたプレイグラウンドなど、雨天 

時でも楽しめる活動空間として整備しました。 

                           

■事業目的及び概要 ― 静岡（富士）地区大気汚染対策緑地 

  
大気汚染対策緑地は、大気汚染が著しかったり、今後著しくなるおそれがある地域（旧公害健康被害

補償法の第一種地域、ＮＯｘ特別措置法の特定地域等）において、樹木の持つ大気汚染浄化機能に着目

し、大気の汚染による公害を防止するために整備した緑地です。 

 これまでに、全国で 11地区、72.2 ヘクタールの緑地を整備してきました。このうち、平成 18年度に

完成した静岡（富士）地区大気汚染対策緑地の事例を紹介します。 

調整池機能を有した芝生広場 

本緑地では芝生広場全体を窪地にし、降った雨水を一時的に貯留

する調整池機能を有した芝生広場としました。 

 

７ 特集２ 環境を保全するための緑地の整備  

                 

 

 

富士建設事務所では、平成 10年度より富士西公園

の用地交渉、施設施工や工程の管理とともに、計画・

設計段階から事業懇話会を立ち上げて施設完成まで

の間、地域との意見交換等を行い、またどんぐり植

樹を行うなど公園づくりを市民の方と協働し進めて

きました。 

平成 18 年度は第二東名高速自動車道高架下部分 

の駐車場、スポーツ広場、プレイグラウンドの整備を行いました。つる性植物による道路橋脚の壁面緑化、

駐車場の再生アスファルト舗装、地元産業である製紙の汚泥を使ったリサイクルブロック舗装、低騒音、

低排ガス機械による工事施工と、現場での環境配慮に努めてきました。 

 富士西公園からは、裾野が広がる雄大な富士山を仰ぎ、まぶしく光る駿河湾を見渡せる場所もあり、園

内にも溶岩台地や起伏のある多目的広場等、四季の変化も見られます。機会がありましたら是非訪れてい

ただきたいと思います。整備した富士西公園は富士市に引渡され、砂遊びやウォーキング、グラウンドゴ

ルフ等子供から大人まで沢山の方に利用されていると聞いており、この公園が、環境配慮の発信地となれ

ばと願っています。 

 

コラム（職員の声） 

富士西公園の事業に携わって 

 石綿健康被害救済部 坂本 重幸 
（元富士建設事務所所長） 

③ 「大気の汚染を浄化するための緑地」～大気汚染対策緑地～ 

 






